
施⼯体系図とは問 １4

施⼯体系図の作成義務があるのは、施⼯体制台帳の作成義務のある建設業者です。
施⼯体系図は、作成された施⼯体制台帳に基づいて、各下請負⼈の施⼯分担関係が⼀⽬で分か

るようにした図のことです。施⼯体系図を⾒ることによって、⼯事に携わる関係者全員が⼯事に
おける施⼯分担関係を把握することができます。 （建設業法 第24条の8参照）

施⼯体系図の掲⽰

⼯事の名称／⼯期／発注者の名称

（元請） （⼀次下請） （⼆次下請） （三次下請）
●作成建設業者の名称
●監理技術者 ⼜は
主任技術者の⽒名

●監理技術者補佐の⽒名
●専⾨技術者の⽒名、
担当⼯事内容

●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

・
・

●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

・
・

●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

・
・

●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

・
・

●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

・
・

●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

・
・

●下請負⼈の称、
代表者の⽒名

・
・

注１）下請負⼈に関する表⽰は、現に施⼯中（契約書上の⼯期中）の者について⾏うことが必要です。
注２）※は、当該下請負⼈が建設業者である場合に限り必要です。
注３）「専⾨技術者」とは、監理技術者⼜は主任技術者に加えて置く法第26条の2の規定による技術者をいいます。

施⼯体系図は⼯事の期間中、公共⼯事については⼯事現場の⼯事関係者が⾒やすい場所及び公衆
が⾒やすい場所（※）に、⺠間⼯事については⼯事現場の⾒やすい場所に、掲⽰しなければなり
ません。したがって、⼯事の進⾏によって表⽰すべき下請業者に変更があった場合は、すみやか
に施⼯体系図の表⽰の変更をしなければなりません。※⼊札契約適正化法15条第1項より

公共⼯事 現場内の⾒やすい場所 公衆の⾒やすい場所

⺠間⼯事 現場内の⾒やすい場所
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●下請負⼈の名称、
代表者の⽒名

●⼀般建設業⼜は
特定建設業の別(※)

●許可番号(※)
●⼯事の内容、⼯期
●特定専⾨⼯事の該当の
有無(※)

●主任技術者の⽒名(※)
●専⾨技術者の⽒名、
担当⼯事内容(※)

一定の条件のもとデジタルサイネージ等を活用した掲示も認められています。


